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先
き
に
、
涌
谷
町
の
文
化
財

（
Ⅱ
）
中
世
編
に
お
い
て
当
町
大
谷
地
地
内
に
あ
る
御
膳
姫
社
の
板
碑
群
に
つ
い
て
写
真
を
そ
え
て
そ
の
概
要
を
ご

紹
介
申
し
あ
げ
て
お

っ
た
処
で
す
が
、
そ
の
後
宮
城
県
迫
川
総
合
開
発
事
業
に
よ
る
河
川
改
修
で
、
当
該
地
の
神
社
並
び
に
板
碑
群
の
移
転
に
迫
ら
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
契
機
に
発
掘
調
査
を
実
施
致
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
谷
地
は
迫
川
が
蛇
行
を
な
し

つ
つ
北
上
川
に
合
流
す
る
地
帯
で
あ
り
、
往
時

一
大
遊
水
地
帯
を
形
成
し

一
面
の
野
谷
地
で
あ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
微
高
地
に
神
社
が
あ
り
板
碑
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
治
水
工
事
の
行
わ
れ
な
い
こ
の
沿
岸
が
度
々
の
洪
水
の
た
め
耕
地
の
開
発
や
衆
落

を
形
成
す
る
こ
と
が
大
変
困
難
な
実
情
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
不
利
な
条
件
を
克
服
し
つ
つ
当
時
、
社
会
的
に
実
力
の
あ

っ
た
武
士
と
か
豪
族
と
か
が

居
住
し
、
周
囲
の
開
拓
を
な
し

つ
つ
先
祖
の
供
養
と
か
自
分
の
現
世
安
穏
や
、
後
世
善
処
を
祈
念
す
る
意
味
に
お
い
て
の
板
碑
建
立
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
研
究
に
よ

っ
て
中
世
史
の

一
端
が
よ
り
解
明
さ
れ
、
正
し
い
理
解
と
認
識
の
も
と
に
愛
郷
心
が

一
層
深
ま
る
こ
と
を
期
待

い
た
し
た

い
も
の
で
す
。

調
査
指
導
に
当
ら
れ
た
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
の
佐
々
木
茂
禎
係
長
、
小
井
川
和
夫
技
師
、
調
査
指
導
と
、
本
書
の
執
筆
に
当
ら
れ
た
、
尚
綱
女

学
院
の
佐
藤
正
人
氏
及
び
発
掘
整
備
に
当
ら
れ
た
関
係
機
関
並
び
に
大
谷
地
地
区
の
方
々
に
深
甚
な
る
感
謝
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
五
年
二
月
二
日

涌
谷
町
教
育
委
員
会

警

長

中

川

清

爾
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例

一一一ロ

本
書
は
、
宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
大
谷
地
を
流
れ
る
迫
川
の
総
合
開

発
工
事
計
画
に
伴
う
御
膳
姫
神
社
お
よ
び
境
内
板
碑
群
の
移
転
に
か

か
る
事
前
発
掘
調
査
報
告
書
で
あ
る
。

遺
跡
名

中
御
膳
姫
神
社
板
碑
群

遺
跡
所
在
地

中宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
字
大
谷
地

調
査
報
告
書
第
２８
集
宮
城
県
遺
跡
地
名
表
、
並
び
に
涌
谷
町
教
育
委

員
会
作
成
の
も
の
を
参
照
し
た
。
遺
跡
番
号
は
便
宜
上
組
み
な
お
し
、

必
要
な
遺
跡
の
み
付
し
た
。

本
書
板
碑
解
読
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
東
北
学
院
大
学
教
授
　
佐
々

本
慶
市
氏
の
御
指
導
を
得
た
。

本
書
は
序
文
、
涌
谷
町
教
育
委
員
会
教
育
長
中
川
清
爾
、
調
査
に
至

る
経
過
は
同
教
育
委
員
会
本
郷
和
郎
氏
が
執
筆
し
、
他
の
執
筆
編
集

は
調
査
員
の
協
議
を
得
て
佐
藤
二
人
が
担
当
し
た
。

本
遺
跡
の
調
査
に
関
す
る
諸
記
録
お
よ
び
拓
本
は
佐
藤
正
人
が
保
管

し
て
い
る
。

11. 10.  9.  8. 7. 6.  5.  4.  3.  2. 1.

調
査
委
託

中
宮
城
県
迫
川
総
合
開
発
事
務
所

調
査
主
体

¨
涌
谷
町
教
育
委
員
会

調
査
担
当

¨
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課

佐
々
木
　
茂

横
　
　
小
井
川

尚
綱
女
学
院
短
期
大
学
　
佐
　
藤

調
査
協
力

中
（順
不
同

・
敬
称
略
）

草
岡
耕
平
他
御
膳
姫
神
社
役
員
、

調
査
期
間

中
昭
和
５４
年
４
月
１２
日
↓
４
月
１６
日

調
査
面
積

¨
３０
柄

出
上
し
た
板
碑
は
、
移
転
後
の
御
膳
姫
神
社
境
内
に
設
置
し
た
。

御
膳
姫
社
板
碑
群
周
辺
の
遺
跡

（第
２
図
）
は
、
宮
城
県
文
化
財

正 和

人 夫

氏
子
、
地
元
有
志

12.13.14.
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一

、

二
、

四     三
5,  4.  3.  2.  1と    

｀
  2.  1.   

｀
  3.  2,  1.

31  31  28 26 26 25  16  16  14 14  9  9  9  7  5  5  5  4

調
査
に
至
る
経
過

遺
跡
の
位
置
と
歴
史
環
境

位
置
と
自
然
環
境

周
囲
の
遺
跡

中
世
の
涌
谷

調
査
の
方
法
と

調
査
の
方
法

調
査
の
経
過

発
見
し
た
板
碑

板
碑
の
概
念

発
見
し
た
板

有
記
年
板
碑

無
記
年
板
碑

規
定
と
宮
城
県
内
の
板
碑

加
工
方
法

経
過

碑

目

-3-
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一
、
調
査
に
至
る
経
過

板
碑
群
は
、
宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
字
大
谷
地
地
内
に
位
置

す
る
。
涌
谷
町
東
辺
を
流
れ
る
旧
迫
川
が
北
上
川
に
合
流
す
る
地
点
よ
り

約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
の
自
然
堤
防
上
に
形
成
さ
れ
た
、
鎌
倉
、
室
町

時
代
の
板
碑
二
十
七
基
の
板
碑
群
で
あ
り
、
御
膳
姫
神
社
の
境
内
に
建
立

さ
れ
て
い
る
。
板
碑
の

一
部
は
、
堤
防
下
迫
川
よ
り
引
き
揚
げ
ら
れ
た
も

の
も
あ
る
。
涌
谷
町
教
育
委
員
会
で
は
こ
う
し
た
中
世
板
碑
の
保
存
を
図

る
た
め
現
地
に
説
明
板
を
設
置
し
、
文
化
財
と
し
て
周
知
し
た
。

昭
和
五
十
四
年

一
月
に
至
り
、
宮
城
県
迫
川
総
合
開
発
建
設
事
務
所
長

よ
り
宮
城
県
施
行
の
迫
川
改
修
工
事
に
於
け
る
大
谷
地
々
内
の
施
行
に
伴

う
、
同
地
区
の
板
碑
群
の
調
査
依
頼
が
出
さ
れ
た
。

涌
谷
町
教
育
委
員
会
で
は
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
の
指
導
を
受

け
て
宮
城
県
迫
川
総
合
開
発
建
設
事
務
所
主
査
遠
藤
好
三
、
千
葉
輝
幸
第

一
係
長
立
会
の
下
、
現
地
踏
査
し
、
協
議
の
結
果
、
昭
和
五
十
四
年
度
の

迫
川
改
修
に
よ
り
、
神
社
及
び
板
碑
群
の
移
転
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と

判
断
す
る
に
至

っ
た
。

移
転
に
伴
う
板
碑
群
の
保
存
策
と
し
て
、
地
下
遺
構

の
検
出

の
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
板
碑
群
域
約
二
十
平
米
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
記
録
に

残
す
こ
と
と
し
た
。
発
掘
調
査
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
十
二
日
か
ら
四

月
十
六
日
の
五
日
間
、
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
佐
々
木
茂
禎
調
査

第
二
係
長
、
小
井
川
和
夫
技
師
、
尚
綱
女
学
院
佐
藤
正
人
氏
の
指
導
の
下

に
実
施
さ
れ
た
。

尚
、
そ
の
後
の
経
過
と
し
て
、
河
川
改
修
が
始
ま
り
、
工
事
中
に
旧
自

然
提
防
斜
面
地
下
よ
り
金
泥
の
塗
ら
れ
た
刻
銘
の
あ
る
板
碑
が
数
基
発
見

さ
れ
て
い
る
。
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二
、
遺
跡
の
位
置
と
歴
史
環
境

生

位

置

と

自

然

環

境

御
膳
姫
社
板
碑
群
は
、
石
巻
線
涌
谷
駅
よ
り
東
方
９
血
、
柳
津
線
隻
岳
駅
よ
り

北
方
０
・
５
面
の
涌
谷
町
東
端
に
位
置
す
る
御
膳
姫
社
境
内
裏
手
に
配
列
さ
れ
て

い
る
。

（第
１
図
）

涌
谷
町
中
央
に
は
、
田
尻
町
か
ら
東
に
向

つ
て
延
び
る
覚
岳
丘
陵
が
位
置
し

（加
護
坊
山
Ｚ

脇
、
山
王
山

２００
．
靱
、
隻
岳
山

２２２
．
陶
）
こ
の
丘
陵
の
周
囲
に
は
沖

積
平
野
が
発
達
し
て
広
が

つ
て
い
る
。
箆
岳
丘
陵
南
側
に
は
、
黒
川
鹿
島
台
丘

陵
と
の
間
を
東
西
に
江
合
川
が
流
れ
、
又
北
側
に
は
、
迫
川
が
東
西
に
流
れ
、

桃
生
町
と
の
町
境
を
流
れ
る
旧
北
上
川
と
大
谷
地

・
和
淵
で
合
流
す
る
。
両
河

川
と
も
明
治
以
来
の
河
川
改
修
に
よ
り
現
在
直
線
状
を
呈
し
て
は
い
る
が
、
大

谷
地
か
ら
太
田
に
か
け
て
、
三
日
月
湖

。
自
然
堤
防
が
残
り
、
か
つ
て
の
蛇
行

の
は
げ
し
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。
周
辺
の
平
野
部
は
、
追
川
よ
り

一
段
低
い
後

背
湿
地
と
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
集
落
の
ほ
と
ん
ど
が
、
現
在
で
も
こ
の
自

然
堤
防
上
に
営
ま
れ
て
い
る
。
同
板
碑
群
も
、
迫
川
の
自
然
堤
防
上
に
位
置

し
て
い
る
為
、
造
立
以
来
何
度
と
な
く
水
を
か
ぶ

っ
壊
暢
成
邸
騨

わ
れ
る
。

２
　
周
辺
の
遺
跡

涌
谷
町
内
に
は
、
縄
文
時
代
早
期
以
降
近
世
に
至
る
ま
で
多
く
の
遺
跡
が
確

図
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
長
根
貝
塚
の
よ
う
に
す
で
に
発
掘
調
査
が
行
な

第
ゎ
れ
、
学
術
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
遺
跡
も
多
い
。
以
下
、
涌
谷
町
内

の
遺
跡
を
概
略
す
る
。

涌
谷
町
内
で
最
も
早
い
時
期
に
形
成
さ
れ
た
遺
跡
と
し
て
、
縄
文
時
代
早
期

の
遺
物
を
出
土
す
る
長
根
貝
塚
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
貝
塚
は
、
県
北
最
大
の
貝

塚
で
、
多
量
の
石
器

・
土
器
と
と
も
に
骨
角
器
が
出
上
し
、
現
在
国
指
定
史
跡

と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
そ
の
他
に
、
前
期
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寺

犠

江
戸
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
中
世
か
ら
館
と
し
て
築
か
れ
て
い
る
涌
谷
城

る
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
、
仁
治
二
年

（
一
二
四

一
年
）
に
紀
伊
五
郎
兵
衛
入
道
寂

■
長
根
貝
塚

（縄
文
）

２
小
里
山
王
沢
貝
塚

（縄
文
）

＆
大
平
四
ツ
ナ
ギ
の

沢
目
塚

（縄
文
）

４
小
塚
貝
塚

（縄
文
）

＆
御
蔵
場
貝
塚

（縄
文
）

６
猪
込
遺
跡

（弥
生
）

乳
大
蛇
森
遺
跡

（土
師
器
）

＆
長
根
窯
跡

（須
恵
器
）

ａ
追
戸
横
穴
群

・‐０黄鉢揃
推
金遺跡

１１
花
勝
経
塚

‐２
八
幡
館
跡

‐３
天
神
館
跡

‐４
猪
岡
短
台
館
跡

‐５
神
取
山
城
跡

‐６
要
害
館
跡

‐７
武
田
館
跡

‐８
六
郷
館
跡

‐９
日
向
館
跡

２０
弘
安
元
年
板
弾

２‐
題
目
板
碑
他

２２
春
海
上
人
線
刻
板
碑

２３
嘉
暦
四
年
板
碑

Ｚ
宝
徳
元
年
板
碑

２５
御
膳
姫
社
板
諄
群

２６
涌
谷
城
跡

の
上
器
を
出
土
す
る
境
沢
貝
塚
、
中
期
の
遺
物
を
出
土
す
る
小
里

道
祖
神
囲
貝
塚
、
後
期

・
晩
期
の
上
器
を
出
土
す
る
小
里
松
崎
遺

跡
等
、
髭
岳
丘
陵
北
側
迫
川
と
南
側
の
江
合
川
流
域
を
中
心
に
確

認
さ
れ
て
い
る
。

弥
生
時
代
の
遺
跡
は
、
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

古
墳
時
代
の
遺
跡
は
、
江
合
川
流
域
に
多
く
み
ら
れ
る
。
古
墳

時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
追
戸
横
穴
古
墳
群
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

同
横
穴
古
墳
群
は

‐００
基
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
、
昭
和
３７
年
の
発
掘

調
査
で
は
土
師
器

・
須
恵
器
は
も
と
よ
り
直
刀

・
玉
類
が
数
多
く

出
上
し
た
。

奈
良

・
平
安
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
昭
和
３５
年
に
伊
東
信
雄

氏
が

「
天
平
産
金
遺
跡
」
と
し
て
発
掘
し
た
黄
金
山
産
金
遺
跡
を

は
じ
め
、
長
根
窯
跡
群
が
あ
げ
ら
れ
る
。
又
大
同
年
間
に
、
真
言

宗
西
光
寺
が
小
里
に
、
嘉
祥
年
中
に
は
、
慈
覚
大
師
に
よ

っ
て
開

山
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
台
宗
隻
峯
寺
が
成
立
す
る
等
、
奈
良

平
安
時
代
の
涌
谷
は
、
経
済
的
に
中
央
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
と
も

に
高
い
文
化
の
流
入
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鎌
倉

・
室
町
時
代
に
な
る
と
、
箆
峯
寺
は
全
盛
期
を
迎
え
そ
の

文
化
的
な
影
響
を
受
け
た
。
寺
院
他
六
郎
館

・
猪
岡
短
墓
館
等
の

中
世
城
館
、
板
碑
等
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
本
遺
跡
も
、
こ
う
し

た
背
景
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
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江
戸
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
中
世
か
ら
館
と
し
て
築
か
れ
て
い
る
涌
谷
城

が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
涌
谷
町
の
遺
跡
は
、
富
岳
丘
陵
の
周
辺
に
散
在
し
、
各
時

代
ご
と
の
遺
跡
の
位
置
か
ら
当
時
の
生
活
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
。

＆
　
中
　
世
　
の
　
涌
　
谷

涌
谷
町
大
谷
地
は
、
中
世
中
期
以
降
遠
田
郡
に
含
ま
れ
現
在
も
そ
の
区
分
名

で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
古
代
末
か
ら
中
世
ま
で
の
文
書
や
記
録
に
よ
る
か
ぎ
り

中
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
古
代
末
期
（
１１
世
紀
後
半
）
に
成
立
し
た
小
田

保
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
田
保
の
範
囲

。
性
格
に
つ
い
て
は
異

説
も
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
小
田
郡
が
、
律
令
政
治
崩
壊
後
小
田
保

と
し
て
新
た
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「和
名
抄
」
の
小
田

郡
の
条
に
記
さ
れ
た
小
田

・
牛
甘

。
石
毛

・
賀
美

・
余
戸
の
五
郷
で
、
現
在
の

遠
田
郡
の
東
部
大
半
を
占
め
た
も
の
で
あ
る
。
保
は
、
在
地
領
主
と
の
開
発
契

機
と
し
て
成
立
し
た
国
衛
領
地
の

一
つ
で
、
権
門
や
社
寺
等
が
そ
の
成
立
に
大

き
な
役
割
を
果
（惨
産
発
前
だ
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
、
保
と
郡
と
の
関
係

は
独
立
し
た
別
個
の
行
政
区
域
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
小
田
保
が
、
周
囲

の
保

（高
城
保

・
大
谷
保

。
長
世
保

・
深
谷
保
）
と
同
様
に
河
川

（迫
川

・
江

合
川
）
の
氾
濫
原

・
低
湿
地
上
に
立
地
し
て
い
る
の
も
、
肥
沃
な
土
壌
を
開
発

し
よ
う
と
す
る
保
の」
修
蠣
斎
剪
が
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
田
保
に
関
す
る

文
献
は
少
な
く
、　
ヨ
］妻
鏡
」
に
文
治

・
建
久
頃
小
田
知
家
壕
杉
』
鯉
ゴ
曲
ゴ

る
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
、
仁
治
二
年

（
一
二
四

一
年
）
に
紀
伊
五
郎
兵
衛
入
道
寂

西
と
同
七
左
衛
門
尉
重
綱
が
小
田
保
を
め
ぐ
っ
て
相
論
し
た
事
以
外
、
そ
の
前

後
の
支
配
者
に
つ
い
て
は
皆
目
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
こ
ろ
、
隣
接
す
る
遠
田
郡

は
、
文
治
五
年

（
一
一
八
九
年
）
の
源
頼
朝
に
よ
る
平
泉
藤
原
氏
征
服
の
論
功

行
賞
と
し
て
、
遠
田
郡
地
頭
職
が
和
田
義
盛
や
山
鹿
遠
綱
に
与
え
ら
れ
た
が
、

建
暦
三
年

（
一
二

一
二
年
）
の
和
田
義
盛
の
乱
を
境
に
、
遠
田
郡
を
は
じ
め
、

名
取
郡

・
伊
具
庄

・
金
原
保

・
亘
理
郡

・
刈
田
郡

・
玉
造
郡

。
栗
原
郡
等
は
、

北
条
氏

一
門
に
よ
る
支
配
の
中
に
入

っ
て
い
っ
た
。
余
目
記
録
に
よ
る
と
同
年

に
遠
田
郡
は
北
条
泰
時
に
恩
給
さ
れ
て
北
条
氏
九
代
の
公
領
と
な
り
二
万
貫
を

数
え
、
年
々
の
貢
物
と
し
て
小
田
保
黄
金
山
の
砂
金
が
送
進
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
北
条
氏
の

一
連
の
動
き
の
中
で
小
田
保
も
そ
の

支
配
に
含
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
当
時
の
箆
峯
寺
の
勢
力
を

考
え
る
と
、
単
な
る
豪
族
相
互
の
支
配
関
係
だ
け
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
む
き
も
あ

る
。
古
代
に
お
い
て
特
定
の
寺
院
は
、
Ю
世
紀
以
後
必
要
経
費
を
国
司
か
ら
受

領
し
て
い
る
が
、

１１
世
紀
末
以
後
は
特
定
の
田
地
を
固
定
の
所
領
と
し
て
自
ら

徴
集
す
る
形
で
ま
か
な
う
よ
う
に
な

っ
た
。
箆
峯
寺
が
中
世
葛
西

。
大
崎
の
祈

薦
所
で
あ
り
、
数
十
か
ら
な
る
坊
が
控
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
大
寺
院
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
故
、
近
隣
の
在
郷
に
箆
峯
寺
寺
領
が
あ

っ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

元
弘
三
年
盆
〓
〓
二
年
）
北
条
氏
の
滅
亡
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
支
配
し
て
い

た
広
大
な
北
条
氏
領
は
分
配
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
遠
田
郡

。
小
田
保
の
所
領
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を
受
け
た
者
の
名
に
つ
い
て
は
文
献
上
全
く
表
わ
れ
て
こ
な
い
。
前
述
し
た
箆

峯
寺
領
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
同
地
に
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
元
弘
三

年
か
ら
文
和
二
年
の
斯
波
氏
の
登
場
を
み
る
ま
で
の
四
十
年
間
に
涌
谷
に
関
わ

り
の
あ
っ
た
豪
族
を
文
書
か
ら
挙
げ
て
み
る
と
、
建
武
四
年

（
一
三
二
七
年
）

に
奥
州
管
領
と
し
て
入
部
し
た
北
朝
方
石
塔
義
房
、
暦
応
三
年

（
〓
二
四
〇
年
）

箋
峯
寺
衆
徒
か
ら
寺
社
再
興
の
申
請
を
受
け
た
足
利
直
義
、
文
和
二
年

（
一
三

五
三
年
）
箆
峯
寺
十

一
面
観
音
像
胎
内
経
の
祈
願
者
と
し
て
吉
良
貞
家
の
奉
行

人
斎
藤
景
利

。（椛
頸
鶏
碇
が
あ
げ
ら
れ
る
。
又
登
米

。
本
吉

。
牡
鹿
を
領
し
、

南
朝
方
に
組
み
し
た
葛
西
氏
の
名
も
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
内
の
い

ず
れ
か
、
あ
る
い
は
他
の
者
も
含
め
た
複
数
の
者
に
よ
る
支
配
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
文
和
二
年
斯
波
家
兼
に
よ
っ
て
石
塔
義
房
が
討
た
れ
、
玉
造
郡

・
遠
田

郡
を
含
む
大
崎
地
方

一
円
が
統
轄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
南
北
朝
時
代
の
諸
豪
族
の
動
き
は
目
ま
ぐ
る
し
く
定
ま
ら
な

い
が
、
南
北
朝
時
代
末
期
以
降
、
仙
北
に
お
い
て
は
、
東
部
に
葛
西

。
西
部
に

大
崎
（斯
波
氏
）
の
両
豪
族
が
勢
力
を
も
ち
対
置
し
て
い
た
。

「葛
西
盛
衰
記
」

に
、
葛
西
領
登
米
佐
沼
続
き
、
大
崎
領
南
遠
田
是
を
取
ら
ん
と
葛
西
晴
清
責
め

あ
ぐ
、
大
崎
打
ち
負
け
葛
西
の
手
に
入
る
…
…
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
遠

田
郡
涌
谷
町
周
辺
が
大
崎
氏
と
葛
西
氏
の
領
地
の
接
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
領
地
の
範
囲
を
明
示
す
る
資
料
は
見
つ

か
っ
て
い
な
い
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、
涌
谷
町
は
大
崎
氏
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
大

崎
家
兼
の
三
男
彦
五
郎
が
涌
谷
町
西
城
の
城
百
々
城
の
城
主
と
な
り
、
そ
の
二

男
が
涌
谷
美
濃
守
と
称
し
涌
谷
八
郷
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
が
、

「大
崎
最
上

黒
川
及
支
流
家
譜
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
正
十
八
年
豊
臣
秀
吉
に

に
領
地
を
没
収
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
大
崎
氏
の
涌
谷
支
配
は
終
り
、
近
世
へ

と
移

っ
て
い
く
。
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三
、
調
査
方
法
と
経
過

１
．

調
査
方
法

発
掘
調
査
は
、
迫
川
改
修
工
事
に
よ
っ
て
敷
地
が
堤
防
と
な
る
御
膳
姫
社

移
転
に
伴
い
、
同
神
社
西
側
の
板
碑
群
が
位
置
す
る
３０
柄
を
対
象
と
し
た
。
調

査
の
主
眼
は
、
板
碑
の
現
状
を
記
録
す
る
こ
と
と
、
板
碑
造
立
に
際
し
て
の
地

下
遺
構
を
確
認
す
る
こ
と
の
二
点
に
重
点
を
お
い
た
。
地
区
設
定
に
際
し
て
は
、

地
軸
に
直
交
す
る
東
西
軸
を
定
め
、
そ
れ
を
基
準
に
調
査
区
域
全
体
を
３
ｍ
単

位
の
グ
リ
ッ
ト
を
も
う
け
遣
り
方
を
設
定
し
た
。
実
測
図
は
２０
分
の
１
の
正
面

か
ら
み
た
見
通
図
、
平
面
図
、
断
面
図
を
作
成
し
た
。
又
、
グ
リ
ッ
ト
配
置
図

は
２００
分
の
１
の
平
板
測
量
を
行

っ
た
。

２
　
調
査
経
過

調
査
は
、
昭
和
５４
年
４
月
１２
日
に
開
始
し
た
。
す
で
に
露
頭
し
て
い
る
板
碑

を
実
測
す
る
為
に
、
グ
リ
ッ
ト
を
組
み
遣
り
方
を
設
定
し
た
。
板
碑
群
は
四
行

横
列
に
な
っ
て
お
り
東
側
よ
り
各
列
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
し
、
列
ご
と
に
左
か
ら
算
用
数
字

の
番
号
を
つ
け
た
。
平
面
図

。
見
通
図

（レ
）
を
そ
れ
に
よ
っ
て
作
成
し
た
徐

表
土

（
１
層
）
を
剥
ぎ
、
板
碑
を
造
立
す
る
際
の
掘
り
方
を
求
め
調
査
し
た
。

掘
り
方
は
２
層
上
面
で
確
認
し
た
が
、
板
碑

一
基
ご
と
の
掘
り
方
の
他
に
板
碑

数
基
を
続
け
た
細
長
い
も
の
も
み
ら
れ
、
ど
れ
も
が
浅
く
、
そ
の
埋
上
に
は
１

層
の
上
が
入

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
２
層
土
中
よ
り
、
板
ガ
ラ
ス
片
が
出
土
し
た

こ
と
か
ら
、
後
世
の
移
動
に
よ
る
新
た
な
造
立
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
為
、

グ
リ
ッ
ト
北
側
に
幅
ｌ
ｍ
の
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
層
序
を
確
認
し
た
結
果
遺
構
確

認
面
２
層
は
盛
り
上
で
、
３
層
が
旧
表
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
３
層
土
中
か
ら
近
代
の
陶
器
破
片
が
出
土
し
た
。）
４
層
は
地
山
で

遺
構
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
発
掘
調
査
は
４
月
１５
日
で
お
え
、
同
１６
日
に
遺
跡
並
び

に
周
辺
の
地
形
図
を
平
板
測
量
し
、
調
査
の
全
行
程
は
終
了
し
た
。
し
か
し
、

後
日
涌
谷
町
教
育
委
員
会
よ
り
工
事
中
に
同
地
河
川
傾
斜
面
よ
り
板
碑
が
発
見

さ
れ
た
と
の
連
絡
を
う
け
、
調
査
に
お
も
む
き
板
碑
を
採
集
し
た
。

３
．

調
査

の
結
果

以
上
の
経
過
を
ふ
ま
え
、
地
元
か
ら
の
聞
き
込
み
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
板
碑

群
の
板
碑
は
昭
和
三
十
年
頃
川
底
よ
り
引
き
上
げ
ら
れ
、
御
膳
姫
神
社
境
内
裏

に
立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
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四
、
発
見

し
た
板
碑

１
．

板
碑

の
概
念
規
定
と
宮
城
県
内

の
板
碑

板
碑
と
は
、
古
碑

・
古
墓

・
石
仏
と
共
に
江
戸
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た

呼
び
名
の

一
つ
で
あ
る
が
、
明
治
二
十

一
年
、
白
井
光
太
郎
が
「人
類
学
雑
誌
」

に

一板
碑
に
就
い
て
述
ぶ
』
と
題
し
た
論
文
を
出
し
て
以
来
、
鳥
居
龍
蔵
等
の

研
究
者
に
よ
り
学
術
的
な
用
語
と
し
て
定
着
し
使
用
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
稲

垣
担
元

・
久
保
常
晴
等
は
、
板
碑
本
来
の
性
格
が

「碑
」
で
は
な
く

「塔
」
で

あ
り
、

「板
碑
」
た
る
名
称
の
使
用
は
正
確
を
欠
く
と
し
て
、
板
石
塔
婆

。
青

石
塔
婆
等
の
名
称
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
「板
碑
」
と
い
う
名
称
が
歴
史
的
な

慣
用
語
で
あ
る
為
訂
正
し
難
く
、
「板
碑
」
と
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
補
足
的

な
説
明
を
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
板
碑
の
規
定
条
件
は
、
服
部
清

道
の
分
類
に
よ
る
武
蔵
型
板
碑
の
特
色
を
も
っ
て

一
般
的
に
緑
泥
片
岩
を
用
い

偏
平
で
頭
部
を
三
角
形
に
し
、
体
部
と
の
境
に
二
条
の
切
り
込
み
線
を
有
し
た

形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

（図
版
２
）
。
こ
の
形
態
を
整
え
た
現

在
最
も
古
い
板
碑
は
、
埼
玉
県
大
里
郡
江
南
村
須
賀
広
の
嘉
禄
三
年
盆

一
一二
七

年
）
板
碑
で
あ
り
、
同
地
に
首
部
二
条
線
を
有
し
た
古
い
板
碑
が
多
く
存
在
す

る
こ
と
か
ら
須
賀
広
周
辺
が
板
碑
（姥
幡
輪
鰤
ｒ
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
板
碑
の
概
念
は
外
見
的
な
形
態
の
特
色
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

本
来
は
板
碑
の
造
立
主
旨

・
記
刻
方
法

（板
状
で
偏
平
な
面
に
上
部
な
盪
樫
子

・

願
文

。
年
号
を
刻
む
）
他
石
造
物
と
の
比
較
か
ら
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
福
岡
県
宗
像
郡
玄
海
町
鎮
国
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
彫
元
永
二
年

（
一
一
一
九
年
）
の
板
状
自
然
石
製
卒
塔
婆
、
あ
る
い
は
、
佐
賀
県
杵
島
郡
北

方
町
勇
猛
寺
の
仁
安
三
年

（
一
一
六
八
年
）
の
板
状
自
然
石
製
卒
塔
婆
等
、
平

安
時
代
に
は
す
で
に
、
九
州
を
中
心
と
し
て
板
碑
に
類
似
し
た
石
製
卒
塔
婆
の

（参
考
文
献
約
）

造
立
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
確
な
基
準
な
し
に
平
安
時
代
の
石

造
物
と
し
て
板
碑
と
は
区
別
し
古
碑
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
板
碑
が

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
か
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
質
的
な
板
碑
の
源
流
を
さ

ぐ
り
、
こ
れ
ま
で
の
規
定
を
再
考
す
る
要
素
を
備
え
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

宮
城
県
内
に
石
製
卒
塔
婆
が
発
生
す
る
の
は
、
名
取
市
高
館
吉
田
に
あ
る
文

永
九
年
の
も
の
が
最
古
で
あ
り
、
文
永
十
年
に
な
る
と
角
田

・
名
取

・
仙
台

。

図版 2 埼玉県慈光寺境内
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松
島

・
鳴
瀬

・
河
北
の
九
ケ
所
で
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
山
岳
部
を
除
く
県
内
全

域
に
急
速
に
広
が
り
、
造
立
数
も

一
段
と
増
加
す
る
。
す
な
わ
ち
、
関
東
地
方

で
板
碑
が
発
生
し
て
か
ら
５０
年
後
、
武
蔵
型
板
碑
造
立
が
最
盛
期
を
迎
え
る
時

期
に
、
宮
城
県
で
造
立
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
生
の
時
間
差
を
考
え

る
と
、
武
蔵
の
地
域
に
発
生
し
て
地
方
に
発
展
し
た
と
受
け
と
め
ら
れ
る
が
、

宮
城
県
内
の
文
永
か
ら
永
仁
ま
で
の
初
期
造
立
期
の
も
の
を
み
る
か
ぎ
り
、
関

東
地
方
か
ら
の
形
態
的
な
特
徴
の
伝
播
の
形
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
前
述

し
た
形
態
的
な
特
色
を
、
「板
碑
」
を
規
定
す
る
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
宮
城
県

内
に
み
ら
れ
る
石
製
卒
塔
婆
を
板
碑
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
想

が
ら
、
偏
平
な
面
に
記
刻
し
た
内
容
と
そ
の
方
法
は
、
多
く
の
研
究
者
が
認
め
，

て
い
る
通
り
武
蔵
型
板
碑
と
同
様
で
あ
り
、
文
永
九
年
以
降
の
本
県
の
石
製
卒

塔
婆
を

「板
碑
」
と
称
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

板
碑
が
、
同
じ
供
養
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
五
輪
塔

・
宝
筐
印
塔
と
異
な
る

最
大
の
特
徴
は
、
①
板
状
で
平
面
的
な
塔
で
あ
る
為
比
較
的
加
工
が
容
易
で
あ

る
こ
と
。
②
崇
拝
仏
を
装
飾

・
荘
厳
を
凝
ら
し
た
図
像

。
種
子
に
し
て
正
面
中

央
に
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
③
多
く
の
祈
願
銘
文
を
刻
む
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。
の
二
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
特
色
が
板
碑
発
生
に

至
る
理
由
に
な

っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
板
碑
の
最
大
の
利
点
で
あ
る
こ

と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
全
国
に
分
布
す
る
板
碑
の
諸
形
態
に
共
通
す
る
要
素
を

取
り
出
す
と
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
偏
平
で
丈
長
の

一
石
を
使
用
し
、
裏
面
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
正
面
上

方
に
種
子
又
は
図
像
を
刻
み
、
そ
の
下
方
に
年
月

・
祈
願
銘
文
を
添
え
た

追
善
逆
修
の
為
の
供
養
塔
」

前
述
し
た
項
目
が
板
碑
概
念
を
決
定
す
る
規
定
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
、
今
後

の
議
論
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
す
る
。

宮
城
県
の
板
碑
は
、
文
永
九
年
に
発
生
し
て
以
来
、
中
世
を
通
じ
二
千
基
以

上
と
思
わ
れ
る
板
碑
が
造
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
半
が
政
治

・
宗
教
の
中
心

舞
台
と
な
っ
た
登
米
・桃
生
・
石
巻

・
仙
含
。
名
取
に
集
中
し
て
お
生

松
島

・
黒
川

を
境
と
し
て
以
南
で
は
鎌
倉
時
代
末
期
に
最
盛
期
を
み
る
反
面
、
以
北
で
は
室

町
時
代
初
期
に
最
盛
期
を
迎
え
る
等
地
域
に
よ

っ
て
盛
衰
の
時
代
が
異
な
る
。

こ
う
し
た
地
域
差
は
石
材
加
工
技
術

・
方
法
に
も
現
わ
れ
る
。
特
に
使
用
石
材

に
関
し
て
は
、
粘
板
岩
を
は
じ
め
、
砂
岩

。
泥
岩

・
礫
岩

。
安
山
岩

・
花
南
岩

等
あ
ら
ゆ
る
石
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
名
取
川
以
南
で
は
安
山
岩
、
名
取

川
周
辺
で
は
川
原
石
、
岩
切
か
ら
松
島
に
か
け
て
は
砂
岩
を
使
用
す
る
等
、
地

元
で
採
取
し
得
る
石
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、　
一
定
石
材
使
用
の
ま
と
ま

り
を
し
め
す
と
こ
る
も
あ
る
。
又
、
石
巻
か
ら
仙
北
地
方

一
帯
で
は
、
北
上
川

等
の
河
川
を
利
用
し
て
石
材
運
搬
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

石
巻
市
稲
井
に
の
み
産
す
る
粘
板
岩
製
の
板
碑
が
広
い
範
囲
で
発
見
さ
れ
て
い

る
。
又
、
形
態
的
に
は
武
蔵
型
板
碑
と
同
じ
も
の
が
古
川
市
（弘
安
期
）
に

一
基
確

認
さ
れ
て
い
る
以
外
類
似
例
は
な
い
が
、垣
雹
直
の
板
碑
の
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
額
の
突
き
出
し
た
、
二
条
線
の
伴
わ
な
い
板
碑
が
角
田

ｏ
名
取
か
ら
三
基
確

認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
板
碑
の
形
態
は
、
形
態
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず

一
定
し
た
特
色
は
み
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
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Ｚ
　
発
見
し
た
板
碑

御
膳
姫
社
板
碑
群
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
上
し
た
粘
板
岩
３８
枚
中
、
種
子

や
年
号
等
か
ら
板
碑
と
確
認
し
た
２６
基
と
発
掘
調
査
後
、
調
査
区
域
外

（堤
防

斜
面
）
か
ら
工
事
中
発
見
さ
れ
た
１３
基
の
合
計
３９
基
の
板
碑
か
ら
な
る
。
そ
の

内
、
造
立
期
の
形
態
を
保

っ
て
い
る
板
碑
は
１８
基
で
、
ほ
ぼ
半
数
が
何
ら
か
の

箇
所
に
欠
損
部
分
が
う
か
が
え
る
。
確
認
し
た
板
碑
は
、
有
記
年
板
碑

（年
号

・

掲

・
祈
願
文
等
、
種
子
以
外
の
記
刻
を
伴
う
も
の
）
２２
基
と
無
記
年
板
碑

（種

子
以
外
の
記
刻
を
伴
わ
な
い
も
の
）
１７
基
に
類
別
で
き
る
が
、
双
方
と
も
形
態

加
工
及
び
彫
刻
方
法
に
共
通
す
る
技
術
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
板
碑
の
特
徴
等
に
つ
い
て
は
く
わ
し
く
後
述
す
る
。

整
埋
の
際
用
い
た
板
碑
の
番
号
は
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
は
発
掘
調
査
に
お
い
て
確
認

し
た
石
材
の
通
し
番
号
を
使
用
し
て
お
り
、
板
碑
と
み
な
さ
れ
な
い
も
の
は

一

覧
表
内
よ
り
番
号
を
は
ず
し
た
。
Ｅ
は
調
査
後
に
発
見
さ
れ
た
板
碑
で
あ
る
。

＆
　
有
記
年
板
碑

当
板
碑
群
よ
り
出
土
し
た
延
慶
二
年

（
〓
二
〇
九
年
）
か
ら
康
応
二
年
盆

〓
一

九
〇
年
）
ま
で
の
年
号
を
も

っ
た
板
碑
２２
基
の
内
、
形
態
の
と
と
の
っ
た
１４
基

の
板
碑
に
つ
い
て
特
徴
、
掲

、
祈
願
文
等
の
解
釈
を
加
え
る
。
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預 単位は全て釦
出土 板 碑 (石 材 含 )一 覧 表 ※ E-12.48.9.10.11.12に 金泥付着

番 号 年  号 種 子 高 さ 幅 厚 さ
種子

縦 横 彫り幅
彫りの
深 さ 断 面 彫り方

A-3 7t 75.5 30.2 A [

5 ni 380(断 285(断 断 B Ⅱ

B-1 7t 65.8(断 34.0 A I

2 て 85.4 310 C Ⅳ

3 嘉慶 3年 π[ 57.0(断 290 125 A I

5 延慶 2年 代 87_0(断 440 22.0 C Ⅳ

6 孔 104,0(断 15.0 A I

7 飛 77_5 367 21,2 200 C Ⅳ

8 ）承 49,7(断 252 断 C Ⅳ

9 康応 2年 48.0(断

Ⅱ 100.0(断 49.5 170 C Ⅳ

愈 n 91.5(断 62.0
Zを 147
ア子14.5

B

年 36.5(断

C-1 康応 2年 A A Ⅲ

2 央 A I

3 工慶 2年 4 1015 190 B 不  明

4 正慶 2年 30.0 24.0 A I

6 貞和 2年 命 880(断 断 140 B Ⅱ

8 n 64.5(断 断 A I

D-1 命 155,0 B 皿

2 КЧЧ 72.5(断 43.5(断 A I

3 正慶 2年 145.0 A Ⅲ

4 粂 187.0 405 断 250 A

5 嘉暦 2年 命 A

6 延慶 4年 てI 315(断 A

7 一で 825 A

E-1 文和 2年 孔 62.8(断 154(断 断 断 A 不  明

2 マt
67.4 312 A 不 明

3 一て 1153 A 1

4 文和 2年 πt 91.2 B Ⅱ

5 粂 115.4 26.0 C Ⅲ

6 延文 2年 48.2(断 325

7 酪 63.0(断 A Ⅱ

8 rt 464(断 262(断 断 A 不  明

9 239(断 13.4(断 2.0(断 断 断 A Ⅱ

1 πト 56.2(断 A I

嘉暦 3年 76.0(断

57.4(断 21,5

1 年
）
承 592 A I
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有

記
年
板

碑

一
覧

表

Ｂ

１

３善
往
不
救

巳

武
　
　
　
　
西
教
嘉
慶
一一一七
月

己

不
□
□
覚

Ｂ

１

５

λ
　
延
慶
オ
ニ
天
霜
月
オ
十
日

Ｂ

Ｉ

９

康
応
二

Ｂ

１

１１

右
為
幽
母
　
孝
子

ａ

　

康
永
二
犠
ｆ

一
月
十
九
日

・　
　
　
　
　
未

対
十
二
忌
　
敬
白

右
為
恵
□
　
敬

金

　
　
　
　
　
施
主

慈
父
□
也
　
白

埼

皆
在
衆
生

一
念
必
中

Ｃ

ｉ

４今
此
三
界

皆
是
我
有

一
１

其
中
衆
生

悉
此
吾
子

Ｃ

１

６
一
念
林
陀
佛

即
滅
無
量
罪

飛

現
受
無
比
楽

右
逆
修
追
善
志
者

為
空
法
比
丘
尼
施
主

干

貞
和

三
年
十
月

日

戊

現
当
二
世
所
願
敬
白

大
才

正
慶
二
年
正
月
廿
五
日

率
雷

敬
白

生
霊
願
斉
此
故
也

右
志
者
為
相
当
弥
□
斉

正
慶
二
年
十
二
月
汁
日

作
乃
経
法
界
平
等
利
益
也

Ｄ

ｌ

６

過
去
幽
霊

４

　
延
慶
四
年
二
月

亥

往
生
極
楽

Ｅ

ｌ

ｌ

■
　
　
　
　
　
文
和
三
年
二
月
四

我
等
興
□
生

皆
共
成
佛
道

Ｅ

ｌ

４

過
去
聖
霊
相
営

一
百
命
日

．孔

　
右
志
者
為
文
和
一
一年
二
一ｈ
撃
日

乃
至
法
界
平
等
利
益
故
也

Ｅ

ｌ

６過
去
阿
法
曲
次
オ



Ｂ

‐

‐２

二
月

年
五
日

是
人
於
佛
道

養

　

　

康
応
二
年
二
月
二
日

決
定
成
菩
提

　

　

、

是
人
於
佛
道

Ａ

決
定
無
有
疑

Ｃ

１

３釈
迦
如
来
　
右
志
者
為
相
当
慈
父

久
遠
成
道
　
　
　
　
　
　
　
　
孝

後
生
清
浄
生
　
成
就
円
満
故
也

Ｃ

Ｉ

８

ａ
　
帰
西
道
帰
禅
門

Ｄ

ｌ

３本
地
稜
心
　
相
営
過
去
悲
母
聖
霊
五
七
日
　
施
主

法
界
塔
婆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
主

丙
大
才
　
　
　
　
八

宝

　

　

　

右
士
心
者
為
工
募

ガ

葬

一
肩

評

十
五
日

大
日
如
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白

三
摩
耶
形
　
忌
辰
成
佛
得
道
往
生
極
楽
也
　
敬
白

Ｄ

１

５十
方
佛
土
中

唯
有

一
乗
法

ｎ
　
　
　
　
　
一景暦
撫
Υ
十

昴

無
二
亦
無
三

除
佛
方
便
説

右
志
者
為
延
文
一酉．

二
痒
忌
辰
成
耕
得
道

Ｅ

ｌ

８

相

４
　
右
志
者
為

日
忌
辰
成
佛

Ｅ

‐

‐１

・

‐２

去
悲
母
聖
霊
三
十
敬
白

嘉
暦
三
年
四
月
日

往
生
極
楽
也

十
二
月

承    〒
志  15
者

幣
己 為
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Ｂ

Ｉ

３

年
　
代
＝

一
三
八
七
年

大
き
さ
＝
縦
５７

師
（下
部
欠
損
）

善
往
不
救

７ｔ

　

　

　

　

西
塾

最
塵

千

戸

　

　

　

　

　

横
２９

帥

厚
９

伽

不
□
□
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
　
子
＝
サ
　
聖
観
音

左
側
部
に
藝
を
打
ち
込
ん
だ
痕
跡
が
五
箇
所
認
め
ら
れ
、
頂
部
は
頂
点
を
丸

く
し
た
三
角
形
を
呈
し
、
正
面
部
に
は
丁
寧
な
磨
製
が
施
さ
れ
て
い
る
。
種
子

は
彫
刻
痕
か
ら
刷
毛
書
き
に
よ
る
薬
研
彫
り
で
あ
る
。
又
、
種
子
を
彫
る
為
の

前
段
階
の
作
業
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る

「仮
り
彫
り
痕
」

（実
際
に
彫

っ
た
周
辺

に
線
刻
で
型
ど

っ
た
跡
）
が
み
ら
れ
る
。
掲
、

「善
往
不
救
、
不
□
□
覚
」
の

出
典
は
不
明
、
年
号
嘉
慶
二
年
の
上
二
字

「西
教
」
は
、
他
に
前
例
が
な
い
為

断
言
で
き
な
い
が
、
人
名
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

Ｂ
１
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
＝

一
三
〇
九
年

（最
古
）

大
き
さ
＝
縦
８７

帥
（上
部
欠
損
）

代

　

延
慶
ル
ニ
天
霜
月
泳
十
日
　
　
　
　
　
　
　
横
４４

働
　
厚
３
．
５

印
（板
状
）

種
　
子
＝
ア
　
胎
蔵
界
大
日
如
来

梵
字

。
文
字
の
周
辺
の
み
磨
製
。
種
子
の
構
図
は
刷
毛
書
き
で
力
強
い
が
、

彫
り
は
竹
彫
り
で
他
の
板
碑
と
様
相
を
異
に
す
る
。
年
号
の
彫
り
方
と
種
子
の

彫
り
方
と
は
同
じ
で
Ｕ
字
型
の
藝
を
使
用
し
、
底
線
と
平
行
に
数
回
彫
る
技
法

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
種
子
内
は
簡
単
な
磨
製
が
施
さ
れ
て
い
る
。
延

慶
第
二
天
は
本
板
碑
群
中
最
も
古
い
板
碑
で

「天
」
は
、
年
の
代
字
と
し
て
多

く
板
碑
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

Ｂ
Ｉ
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

代
＝

一
三
二

一
年

大
き
さ
＝
縦

９‐
．
５

師
　
横

６２
．
０

帥

厚
４
．
５

釦
（板
状
）

種
　
子
＝
キ
リ
ー
ク
　
阿
弥
陀
如
来

月
　
輪
＝
直
径
縦
８
，
８

帥
　
横
８
．
４

釦
の

線
刻

頂
部
は
全
体
に
丸
く
、
左
上
方
部
に

正
面
を
偏
平
に
す
る
為
外
側
か
ら
内

側
に
加
え
ら
れ
た
幅
‐
・
‐
伽
の
藝
の
削
り
痕
（図
版
３
右
下
）
が
５０
ヵ
所
程
確
認
さ

れ
る
。
種
子
は
、
構
図
の
異
な
る
二
種

（左
の
魚
ば
含
δ
涅
槃
点
の
位
置
を
変

え
た
異
体
）
を
用
い
て
い
る
が
、双
方
と
も
刷
毛
書
き
に
よ
る
薬
研
彫
り
で
あ
る
。
月

輪
と
の
関
係
は
、
種
子
の
月
輪
外
は
み
出
し
と
、
部
分
的
に
弧
が
歪
に
切
れ
て
お

り
、
種
子
を
切
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
種
子
↓
月
輪
の
順
に
彫

っ
た
と
考
え
る
。

同
板
碑
は
双
式
板
碑
で
、　
一
部
判
読
で
き
な
い
文
字
も
あ
る
が
、
右
側
に

「幽
母
」
左
側
に
「
慈
父
」
と
あ
り
、
孝
子
某
が
亡
両
親
の
追
善
の
為
に
建
て

た
板
碑
で
あ
る
。
県
内
に
は
、
石
巻
市
狐
崎
萱
刈
浜
の
元
亨
二
年

（
一
三
二
二

年
）
の
追
善
の
板
碑
、
角
田
市
藤
田
峯
薬
師
堂
内
の
文
永
十
二
年
の
追
善
の
板

右
為
幽
母
孝
子

金
　
康
永
．ゴ
れ
Υ

一
月
十
九
日

汁
十
三
忌
敬
白

一

右
為
恵
口
　
敬

４

　
　
　
施
主

慈
父
□
幽
　
白
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碑
以
外
確
認
さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
記
刻
書
体
は
行
書
体
で
あ

る
が
、
右
の
文
字

「右
為
幽
母
…
と

と
左
の
文
字

「右
為
恵
□
…
」

に
書
体

的
に
異
な
り
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
、
左
右
の

「右
」
の
書
き
方
は
筆
の
運
び

字
形
等
が
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
同

一
人
物
に
よ
る
彫
文
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
種
子
、
月
輪
等
は
彫
り
方
、
構
図
共
に
同

一
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
左
右
い
ず
れ
か
を
後
世
に
記
刻
し
た
か

（
改
修

に
よ
る
追
刻

も
含
む
）
あ
る
い
は
、
加
工
し
た
人
物
が
異
な

っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
ぁ
る
。

Ｃ
１
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
号
＝

一
三
九
〇
年

大
き
さ
＝
縦

７３
．
２

伽
　
横
２８

釦

厚
６

翻

種
　
子
＝
タ
ラ
ー
ク

虚
空
蔵
菩
薩

本
板
碑
群
中
有
記
年
板
碑
で
は
最
も
新
し
い
板
碑
で
あ
る
。
頂
部
は
平
で
、

表
裏
共
に
荒
い
剥
離
を
み
る
が
、
正
面
文
字
の
部
分
の
み
磨
製
が
施
さ
れ
て
い

る
。
種
子
は
刷
毛
書
き
の
薬
研
彫
り
で
、
彫

っ
た
面
は
丁
寧
な
磨
製
で
仕
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
掲

「
是
人
於
すと

は

（
「
こ
の
人
は
佛
道
に
お
い
て
決
定
し

て
「

菩
提
を
成
す
」
の
意
だ
が
）出
典
は
不
明
。
し
か
し
、
Ｃ
１
２
に
あ
ら
わ
れ
た
偶

「是
人
禁
聯
道
一
決
定

一
無
市
疑
ｉ

（確
岸
経
如
来
神
力
品
第
二
十

一
）
と
比
べ

る
と
最
後
の
三
文
字
が
異

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

Ｃ
１
３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
＝

一
三
三
三
年

右
志
者
為
相
当
慈
父

大
き
さ＝
縦
阿
師　横
３３．３師

孝
子
　
　
　
　
　
　
厚
８
．
６

師

正
慶
二
等
ｐ
月
廿
五
日
　
　
種
　
子
＝
バ
ク
、
釈
迦
如
来

癸

酉

皆
在
衆
生
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
白

〒
念
必
中
　
生
霊
願
寿
此
故
也
　
　
　
頂
部
は
、
ほ
ぼ
平
で
側
部
が
平
行
な

直
線
を
呈
す
る
板
状
の
板
碑
で
あ

る
。
種
子
は
刷
毛
書
き
の
薬
研
彫
り
で
あ
る
が
、
彫
り
は
き
わ
め
て
浅
い
。
釈

迦
如
来
以
下
の
掲
は
出
典
不
明
、
祈
願
内
容
か
ら
亡
父
の
追
善
の
為
に
造
立
し

た
旨
が
う
か
が
わ
れ
る
。
体
裁
の
整

っ
た
板
碑
で
あ
る
。

Ｃ
１
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
＝

一
三
二
三
年

右
志
者
為
相
当
弥
□
斉
　
　
　
大
き
さ
＝
縦

‐ｏ６
．
４

釦
　
横

３０
．
０

師

厚
３
．
７

釦

正
慶
二
年
十
二
月
汁
日
　
　
　
種
　
子
＝
バ
ン

是
人
於
佛
道
　
　
　
　
　
　
　
敬

一　
　
　
成

二

康
應
二
年
二
月
二
日

共
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午

一　

　

　

　

　

　

白

決
定
成
善
提

・

二

釈
迦
如
来

久
遠
成
道

発

今
此
三
界

皆
是
我
有

うК

其
中
衆
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
界
大
日
如
来

悉
此
吾
子
　
作
乃
経
法
界
平
等
利
益
也
　
　
頂
部
は
胴
部
よ
り
や
や
細
く

し
、
丸
み
を
つ
け
て
い
る
が

側
部
は
直
線
的
で
幅
が

一
定
で
あ
る
。
正
面
は
、　
一
回
の
剥
離
で
全
面
磨
製
が

施
さ
れ
て
い
る
。
種
子
の
構
図
の
書
き
方
は
筆
書
き
で
、
彫
り
方
は
浅
い
楽
研

彫
り
で
あ
る
。
今
此
三
界
以
下
の
掲
は
、
妙
本
蓮
華
経
讐
喩
第
二
に
あ
る

「
こ

の
二
界
は
余
の
財
産
で
あ
り
、
そ
こ
で
焼
か
れ
る
者
達
は
我
息
子
で
あ
る
」
の
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意
、
祈
願
文
は
行
書
体
を
用
い
て
い
る
が
稚
拙
で
あ
る
。
相
当
弥
の
下
が
読
み

取
れ
な
い
が
、
弥
□
の
追
善
供
養
の
為
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
法
界

平
等
利
益
は
日
本
各
地
で
流
行
し
た
常
套
用
語
で
あ
る
。

Ｃ
１
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
十

一
三
四
六
年

大
き
さ
＝
縦

８８
．
０

伽
（上
部
欠
損
）

横

３７
．
５

伽
　
厚
２
．
７

師

種
　
子
―
キ
リ
ー
ク

阿
弥
陀
如
来

上
部
が
残

っ
て
い
な
い
為
、
頂

部
形
態
は
不
明
だ
が
側
部
は
直

線
的
で
平
行
な
板
状
を
呈
す
る
。
種
子
の
構
区
の
取
り
方
は
刷
毛
書
き
で
彫
り

方
は
薬
研
彫
り
で
丁
寧
な
磨
製
が
施
さ
れ
て
い
る
。　
一
念
弥
陀
佛
以
下
の
掲
は

阿
弥
陀
如
来
を
讃
辞
し
た
観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
緑
経
の

一
説
で
あ
る
。
し

か
し
、
四
行
日

「後
生
」
は
、
経
文
で
は
往
生
と
な

っ
て
お
り
誤
り
で
あ
る
。

「阿
弥
陀
如
来
を

一
に
念
ず
れ
ば
、
無
量
の
罪
を
滅
し
、
比
類
な
き
楽
し
み
を

受
け
、
往
生
の
浄
土
を
清
め
る
」
の
意
。
下
方
の
祈
願
文
は
、
尼
僧
空
法
の
逆

修
追
善
の
願
い
が
円
満
に
成
就
す
る
よ
う
と
祈

っ
た
も
の
で
あ
る
。

逆
修
＝
死
後
の
追
善
供
養
で
は
七
分
の
功
徳
の
内

一
分
の
功
徳
し
か
受
け
ら

れ
な
い
が
生
前
に
善
根
を
施
せ
ば
七
分
の
功
徳
全
て
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
思

想
か
ら
盛
ん
に
逆
修
供
養
が
行
な
わ
れ
た
。
逆
修
供
養
に
は
、
前
述
し
た
死
後

の
菩
提
の
安
穏
を
祈
り
生
前
に
お
い
て
種
々
の
善
根
功
徳
を
行
な
う
も
の
と
、

亡
者
の
忌
日
以
前
に
追
善
法
要
を
営
む
も
の
と
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
本
板

碑
の
逆
修
追
善
は
後
者
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
。

現
営
二
世
＝
現
在
、
未
来
二
世
の
意
味
で
、
逆
修
板
碑
に
は
よ
く
用
い
ら
れ

ＺＯ
。

Ｃ
１
８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
＝
不
明

ａ

　

帰
西
道
帰
禅
門
　
　
　
大
き
さ
＝
縦

６４
．
５

師
（上
部

・
下
部
欠
損
）
横
３６

帥

厚
８
．
０

帥

種
　
子
＝
キ
リ
ー
ク
　
阿
弥
陀
如
来

欠
損
の
為
形
態
は
不
明
だ
が
、
粘
板
岩
製
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
文
字

の
周
辺
の
み
磨
製
し
て
い
る
。
種
子
の
構
図
の
書
き
方
は
筆
書
き
で
く
ず
れ
て

い
る
が
彫
り
方
は
薬
研
彫
り
で
あ
る
。
文
字
は
行
書
体
で

「　
一
帰
洒
道
一
　
・
帰
弾
門
ｉ

と
読
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
板
碑
の
記
刻
方
法
は
前
例
に
な
く
意
味

は
難
解
で
あ
る
。

一
念
弥
陀
佛
　
右
逆
修
追
善
志
者

即
滅
無
量
罪
　
為
空
法
尼
　
　
施
主

乱

　

一
一　

　

一　

貞
和
三
年

平
∵
月
日

戊

現
受
無
比
楽
　
現
営
二
世
所
願
敬
白

後
生
清
浄
土
　
成
就
円
満
故
也

二

　

一

Ｄ

ｌ

３本
地
警
心

法
界
塔
婆

多К

大
日
如
来

相
営
過
去
悲
母
聖
霊
五
七
日
　
　
　
施
主

施
主

丙
大
才

　

　

烈
　

ノ
十
五
日

右
志
者
為
正
慶
二
年
十
二
日
　

日

子
乙
亥

敬
白
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三
摩
耶
形
　
忌
辰
成
佛
得
道
往
生
極
楽
也
　
　
　
敬
白

大
き
さ
＝
縦

‐４５

釦
　
横
蛹

伽
　
厚
５
．
５

伽

種
　
子
―
バ
ン
　
金
剛
界
大
日
如
来

形
態
は
全
体
的
に
み
て
不
定
形
で
は
あ
る
が
碑
面
を
平
滑
に
し
た
板
状
を
呈
し

種
子
、
文
字
周
辺
を
簡
単
に
磨
製
し
て
い
る
。
種
子
の
構
図
の
書
き
方
は
筆
書

き
に
よ
る
も
の
で
、
彫
り
方
は
薬
研
彫
り
を
用
い
磨
製
を
施
し
て
い
る
。
本
地

警
心
以
下
の
掲
の
出
典
は
不
明
、
祈
願
文
は
亡
母
の
五
十
七
日
目
の
追
善
供
養

を
表
わ
し
て
い
る
が
、
本
板
碑
の
記
刻
方
法
に
は
、
書
体
の
異
な

っ
た
二
種
の

文
字
が
み
ら
れ
、
彫
文
は

一
時
期
に
全
て
彫

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

書
体
に
よ
り
分
記
す
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

①
　
本
地
費
心
　
相
営

法
界
塔
婆
　
　
　
　
　
　
　
大
才
　
　
　
　
　
施
主

右
志
者
為
正
慶

一
一
年
□
月
十
五
日

大
日
如
来
　
　
　
　
　
　
　
乙
亥
　
　
　
　
　
敬
白

三
摩
耶
形

②
　
相
営
過
去
悲
母
聖
霊
五
七
日

丙
施
主
人

延
元
年
二
月

子
敬
白
日

忌
辰
成
佛
得
道
往
生
極
楽
也

祈
願
文
相
富
の
二
字
は
、
書
体
の
異
な

っ
た
二
種
の
文
字
が
重
な

っ
て
み
ら
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
①
の
彫
文
を
削
り
取

っ
た
後
に
②
の
祈
願
文
を
追
刻
し
た
も

の
で
あ
る
。
相
営
の
二
文
字
同
様
年
号
の
正
慶
二
年
□
月
十
五
日
も
、
削
り
取

り
が
不
充
分
な
為
に
、
後
に
彫

っ
た
延
元
年
二
月
八
日
の
文
字
に
重
な
っ
て
表

わ
れ
て
い
る
。
又
正
慶
の
正
の
文
字
を
利
用
し
て
延
元
の
延
を
彫

っ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
年
号
と
そ
れ
に
付
随
し
た
千
支
は

一
致
す
る
。

正
慶
二
年
は
西
暦

一
三
二
三
年
で
北
朝
年
号
で
あ
る
の
に
対
し
、
追
刻
の
延
元

年
は
西
暦

一
三
二
六
年
で
南
朝
年
号
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す

ＺＯ
。

Ｄ
１
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
十

一
三
二
八
年

大
き
さ
＝
縦

‐６９

例
　
横

４０
．
５

帥
　
厚
９

帥

種
　
子
＝
キ
リ
ー
ク
　
阿
弥
陀
如
来

大
才

嘉
暦
哉
年
十
　
　
　
有
記
年
板
碑
の
内
最
も
大
き
い
。
形
態

丁
卯

的
に
頂
部
は
丸
く
、
側
部
は
直
線
的
で

底
部
は
舌
状
を
な
し
地
上
に
建
て
や
す

く
薄
く
し
て
い
る
。
頂
部

。
側
部
は
正

面
に
剥
離
痕
を
残
さ
ぬ
よ
う
、
正
面
か
ら
裏
面
に
向

っ
て
塙
打
し
丁
寧
に
凹
凸

を
取
る
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
正
面
は
剥
離
後

（
一
回
）
に
二
次

的
な
加
工
を
施
さ
ず
荒
い
面
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
種
子
の
構
図
の
書
き
方

は
刷
毛
書
き
で
彫
り
方
は
薬
研
彫
り
を
行
な
っ
た
後
磨
製
を
施
し
て
い
る
。
十
方

佛
土
中
以
下
の
掲
は
、
法
華
経
方
便
品
第
二
の

一
説
で

「十
方
の
佛
上
の
中
に

は
唯

一
乗
の
法
の
み
あ
り
て
、
二
も
な
く
亦
三
も
な
い
、
佛
の
方
便
の
説
を
ば

十
方
佛
土
中

唯
有

一
乗
法

傘

無
二
亦
無
三

除
佛
方
便
説
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除
く
」
の
意
味
で
あ
る
。

Ｄ
ｌ
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
十

一
三

一
一
年

過
去
幽
霊
　
　
　
　
　
　
大
き
さ
＝
縦

‐０５

伽
　
横

３‐
．
５

帥
　
厚
７
．
０

師

４

　
延
慶
四
年
二
月
　
　
　
　
種
　
子
＝
バ
ク
　
水
天

亥

往
生
極
楽
　
　
　
　
　
　
月
　
輪
＝
直
経
１９

卸
　
線
刻

蓮
　
台
＝
縦
１０

帥
　
横

‐６
．
９

帥
　
線
刻

頂
部
を
平
に
し
た
板
状
を
呈
し
、
種
子
、
文
字
周
辺
の
み
磨
製
が
施
さ
れ
て
い

る
。
種
子
の
構
図
は
刷
毛
書
き
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
、
彫
り
は
薬
研
彫
り
で

丁
寧
な
磨
製
が
施
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
月
輪
、
蓮
台
、
文
字
の
加
工
方
法
は

線
刻
で
、
断
面
が
Ｕ
字
型
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
丸
の
み
を
使
用
し
た

こ
と
が
伺
え
る
。
記
刻
順
序
は
、
月
輪
が
種
子
の
月
輪
外
に
食
み
出
し
た
部
分

を
切
っ
て
い
な
い
こ
と
、
蓮
台
が
月
輪
の
弧
に
添

っ
て
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
種
子
↓
月
輪
↓
蓮
台
の
順
に
彫
刻
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
磨
製

が
施
さ
れ
て
い
る
。
祈
願
文

「過
去
幽
霊
往
生
極
楽
」
は
追
福
板
碑
の

一
般
的

な
文
章
で
、
以
前
に
亡
く
な
っ
た
方
の
極
楽
往
生
を
祈

っ
て
と
い
っ
た
意
味
合

い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ｅ
１
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
十

一
二
五
三
年

代
　
　
　
　
　
文
和
二
年
三
月
四
　
　
　
大
き
さ
＝
縦

６２
．
８

師
（上
下
部
欠
損
）

我
等
興
□
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
限

卸
（右
部
欠
損
）

皆
共
成
佛
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
５
，
８

釦

種
　
子
＝
ア
　
胎
蔵
界
大
日
如
来

本
板
碑
は
断
碑
で
あ
る
為
形
態
は
不
明
。
し
か
し
正
面
に
は
鋭
利
な
刃
物
で
突

い
た
痕
跡
と
、
左
上
方
か
ら
右
下
方
に
向

っ
て
規
則
的
に
流
れ
る
き
ず
が
み
ら

れ
る
。
丁
寧
に
碑
面
が
磨
製
さ
れ
て
い
る
為
ど
の
よ
う
な
工
具
を
ど
の
よ
う
な

作
業
工
程
で
つ
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
面
を
平
滑
に
す
る
為
に
用
い
た
も

の
と
考
え
る
。
種
子
も
又
丁
寧
に
磨
製
が
施
さ
れ
て
お
り
、
構
図
の
書
き
方
は

刷
毛
書
き
で
薬
研
彫
り
の
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。
我
等
興
□
生
以
下
は
、
右

側
欠
損
の
為
左
側
二
行
だ
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
法
華
経
化
城
品
第

七
の

「願
以
此
功
徳
、
普
及
於

一
切
、
我
等
興
衆
生
、
皆
共
成
佛
道
」
の
四
行

か
ら
な
る
掲
で

「願
わ
く
は
、
こ
の
功
徳
を
も

つ
て
普
し

一
切
に
及
ぼ
し
、
我

等
と
衆
生
と
共
に
佛
道
を
成
せ
ん
」
と
解
す
る
。
よ
く
板
碑
の
掲
と
し
て
用
い

ら
れ
る

一
節
で
あ
る
。
種
子
を
除
い
た
彫
文
各
所
か
ら
は
金
泥
が
確
認
さ
れ
た
。

本
板
碑
を
含
む
、
土
中
出
上
の
板
碑

（
Ｅ
群
）
１３
基
中
８
基
か
ら
金
泥
が
確
認

さ
れ
た
が
、
そ
の
内
、
Ｅ
１
２
は
種
子
だ
け
の
簡
単
な
板
碑
で
あ
る
が
、
種
子

彫
刻
内
全
面
に
金
泥
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
金
泥
を
塗

っ
た
板
碑
に
、
有

記
年

・
無
記
年
板
碑
の
区
別
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
、
Ａ
群
か
ら

Ｄ
群
ま
で
の
地
上
に
立

っ
て
い
た
板
碑
に
つ
い
て
は
金
泥
の
付
着
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
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Ｅ
１
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
十

一
三
五
三
年

孔　柳講架帯螂騨一的「脚勤日　　　大きさ＝醐９，０９‐．２『　横３２師

白

乃
至
法
界
平
等
利
益
故
也
　
　
　
　
　
種
　
子
＝
サ
　
聖
観
音

全
体
的
に
み
る
と
不
定
形
で
あ
る
が
頂
部
は
角
を
な
く
し
丸
み
を
も
た
せ
て
お

り
、
底
部
は
胴
部
よ
り
も
薄
く
鋭
角
に
し
地
上
に
建
て
や
す
く
基
底
部
を
形
成

し
て
い
る
。
特
に
、
彫
文
下
の
基
底
部
と
の
境
に
は
、
横
１６

釦
、
縦
７

例
の
範

囲
で
、
幅
‐
・
８

伽
の
塾
に
よ
る
長
い
削
り
が
見
ら
れ
る
。
又
、
碑
面
部
に
は
鋭
利

な
藝
で
突
い
た
痕
跡
と
、
丁
寧
な
削
り
と
が
認
め
ら
れ
る
他
に
、
種
子
、
文
字

周
辺
に
は
磨
製
が
施
さ
れ
て
い
る
等
、
正
面
に
関
し
て
は
、
極
め
て
丁
寧
な
加

工
を
行
な

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
種
子
も
刷
毛
書
き
で
、
幅
広
で
力
強
い
薬
研

彫
り
を
用
い
て
お
り
、
彫
刻
内
部
は
磨
製
さ
れ
て
い
る
。
造
立
主
旨
は
祈
願
文

か
ら
亡
者
の
百
力
日
追
善
供
養
で
あ
る
。
年
号
及
び
相
富

一
百
命
日
、
益
故
也

の
文
字
か
ら
金
泥
の
付
着
が
認
め
ら
れ
た
。

Ｅ
１
８
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
代
＝
不
明

相
　
　
　
　
　
　
　
大
き
さ
＝
縦
靱

師

（上
下
部
欠
損
）

獄
．
右
志
者
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
麗

帥

（左
右
欠
損
）
　

厚
阿

伽

日
忌
辰
成
佛
　
　
　
種
　
子
＝
サ
ク
　
勢
至
菩
薩

形
態
は
断
碑
で
あ
る
為
不
明
だ
が
碑
面
は
平
で

丁
寧
に
磨
製
さ
れ
て
い
る
。
若
千
の
削
り
と
思
わ
れ
る
痕
跡
以
外
加
工
痕
跡
は

認
め
ら
れ
な
い
。
種
子
、
文
字
を
区
分
し
た
枠
線
は
、
宮
城
県
内
で
も
各
所
に

見
ら
れ
る
が
、
東
北
地
方
独
特
の
も
の
で
他
地
方
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
取
り

分
け
、
本
板
碑
の
種
子
上
部
の
枠
線
は
三
角
形
を
呈
し
て
お
り
、
頂
部
三
角
形

の
板
碑
が

一
基
も
な
い
だ
け
に
お
も
し
ろ
い
。
種
子
の
構
図
は
筆
書
き
、
薬
研

彫
り
が
行
な
わ
れ
た
後
丁
寧
に
磨
製
し
て
い
る
。
祈
願
文
は
下
部
欠
損
の
為
全

容
は
不
明
だ
が
「忌
辰
ス
年
忌
と
同
意
語
）
の
文
字
が
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
追
善

供
養
の
為
の
も
の
と
考
え
る
。
種
子
、
文
字
か
ら
金
泥
の
付
着
が
認
め
ら
れ
た
。

４
　
無
記
年
板
碑

無
記
年
板
碑
と
は
、
年
号
及
び
祈
願
文
等
を
刻
ま
な
い
種
子
だ
け
の
も
の
を

さ
す
。
同
石
造
物
と
板
碑
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
板
碑
名

を
用
い
た
。
た
だ
し
御
膳
姫
社
板
碑
群
を
は
じ
め
、
宮
城
県
内
の
板
碑
群
中
に
は

有
記
年
板
碑
と
無
記
年
碑
と
が
同
立
し
て
お
り
、
種
子
の
構
図
の
取
り
方
、
彫

り
方
は
有
記
径
板
碑
に
類
似
す
る
。
こ
う
し
た
造
立
位
置
、
種
子
彫
刻
方
法
の
共

通
性
は
板
碑
造
立
に
際
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
板
碑
群
中
に
は
１７
基
の
無
記
年
板
碑
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
Ｈ
基
は

ほ
ぼ
欠
損
の
な
い
完
形
品
で
あ
る
。
大
き
さ
は

‐８７

働

（
Ｄ
‐
４
）
が
最
大
で
、

６０

働
か
ら
‐１０

帥
に
集
中
し
、
有
記
年
板
碑
と
同
じ
傾
向
を
示
す
。
種
子
は
、
傘

硼
、一賓

□
、
λ

、
ん

、
７ｔ

、
獄

、
て

、
Ｒ

、
■

、
）承
洛
Ч
の
１０
種

で
Ц

（ざ

し

以
外
有
記
年
板
碑
と
相
異
な
く
使
用
種
子
に
特
殊
性
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
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な
が
ら
、
種
子
の
彫
り
方
は
、　
一
般
に
有
記
年
板
碑
の
も
の
よ
り
彫
り
幅
が
狭

く
、
彫
り
の
深
さ
も
浅
い
も
の
が
多
い
。
Ｅ
１
２
の
よ
う
に
金
泥
を
塗

っ
た
も

の
も
あ
る
が
、
加
工
後
磨
製
し
て
い
な
い
も
の
も
多
く
有
記
年
板
碑
と
比
較
し

て
加
工
処
理
は
荒
い
。
さ
ら
に
、
形
態
の
調
整
加
工
も
Ａ
１
３

（幅
悧

側
の
平

藝
の
削
り
に
よ
り
、
頂
部
を
丸
く
、
基
底
部
を
薄
く
し
て
い
る
。
）
以
外
は
ほ

と
ん
ど
が
碑
面
部
に
簡
単
な
磨
製
を
施
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

５
。

加

工
方
法

ほ
　
形
態
加

工

確
認
し
た
板
碑
は
、
極
め
て
保
存
状
態
が
悪
く
破
損
し
た
も
の
が
多
い
。
形

状
は
丈
６０

帥
か
ら

‐１５

旬
に
集
中
し
い
最
大
高
‐９７

・
５

伽

（Ｃ
１
５
）
以
上
の
大

形
の
板
碑
は
み
あ
た
ら
な
い
。
又
、
横
幅
も
２０

働
か
ら
５０

師
の
幅
狭
な
も
の
が

多
く
、
全
体
的
に
は
小
形
板
碑
群
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
板
碑
は
、
板
状
に
薄

剥
離
す
る
粗
粒
で
灰
色
を
呈
し
、
縞
状
の
模
様
を
も

つ
粘
板
岩

（稲
井
石
）
と

暗
灰
色
で
細
粒
の
粘
板
岩
の
二
種
の
異
な

っ
た
石
材
が
使
用
さ
れ

（
ほ
と
ん
ど

が
稲
井
石
を
使
用
し
て
い
る
）
粘
板
岩
以
外
の
石
材
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

本
板
碑
群
の
板
碑
は
、
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
も
の
は
な
く
、
全
て

何
ら
か
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。

頂
部
に
お
い
て
は
、
平
に
加
工
し
た
も
の
と
、
丸
く
舌
状
に
し
た
も
の
が
み

ら
れ
る
が
、　
一
般
に
は
無
加
工
な
も
の
も
含
め
不
定
形
の
頂
部
を
示
す
も
の
が

多
い
。
そ
の
為
、
形
態
加
工
の
主
眼
が
頂
部
に
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
碑
面
部
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
板
碑
が
、
表
面
を
平
滑
に
す

る
為
に
、　
一
回
か
ら
二
回
の
剥
離
で
面
を
つ
く
り
あ
げ
て
お
り
多
く
の
剥
離
痕

を
残
さ
な
い
。
頂
部
、
側
部
の
加
工
は
、
正
面
か
ら
裏
面
に
向
け
て
力
が
加
え
ら

れ
る
共
通
す
る
加
工
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
又
、
剥
離
に
よ
っ
て
で
き
た
凹

凸
や
高
ま
り
を
、
幅
悧

師
か
ら
略

師
の
平
藝
を
利
用
し
て
調
整
し
て
い
る

（図

版
４
）
こ
と
や
丁
寧
な
磨
製
を
施
し
て
い
る
点
か
ら
加
工
の
主
体
は
、
板
状
に

し
た
碑
面
を
平
滑
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

基
底
部
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
基
底
部
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
は
七
基
あ

り
、
他
の
板
碑
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
基
底
部
形
成
は
、

舌
状
を
な
し
た
も
の

（
Ａ
１
３

●
Ｄ
ｌ
５

ｏ
Ｅ
１
３

●
Ｅ
ｌ
４
）
と
、
左
右
ど

ち
ら
か
を
斜
め
に
尖
ら
せ
た
も
の

（
Ｃ
１
３

ｏ
Ｄ
１
１

●
Ｄ
１
４
）
の
二
種
類

が
あ
る
。
特
に
Ａ
１
３
と
Ｅ
１
４
は
、
幅
聞

帥
か
ら

‐
・
８

釦
の
平
暫
に
よ
る
削
り

で
、
又
Ｅ
１
３
と
Ｄ
１
１
は
剥
離
に
よ

っ
て
、
上
の
上
に
建
て
や
す
い
よ
う
に

薄
く
形
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
加
工
痕
は
、
有
記
年

・
無
記
年
の
板
碑
を
と
わ
ず
顕
著
に
表
わ
れ

て
い
る
が
、
形
態
の
加
工
技
術
の
時
代
的
な
変
化
及
び
地
域
の
特
色
は
見
い
だ

せ
な
か

っ
た
。
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基底部の調整 E-4

図 版 3
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修
　
種
子
彫
刻

本
板
碑
群
中
の
板
碑
に
彫
刻
さ
れ
た
種
子
は
、
〔
！
代

‥
て

。
■
・
イｔｉ
・
４

・
芥

。
■
・超
・
孔
‥
盈
・
■

の
１２
種
が
確
認
さ
れ
た
。
種
子
の
書
き
方
に
は
、

筆
書
き
と
刷
毛
書
き
の
二
種
類
あ
る
が
、
書
き
方
に
関
係
な
く
同
種
の
種
子
で

も
多
少
の
変
化
が
伺
え
る

（第
６
図
）。
使
用
石
材
に
直
接
書
い
た
も
の
か
、
紙

ｍ

艶

総

魏

‰

姶

じ
靡
穀
　
鬱
摩
諷
　
鬱
緊
判
、

し
靡
独

舎

斡

☆

盗

に
書
い
た
も
の
を
貼

っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
の
鋭
い
た

が
ね
を
用
い
て
、
種
子
の
形
通
り
簡
単
な
線
刻
を
施
し
た
板
碑
が
、Ｂ
１
３
を
は

じ
め
７
基
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
種
子
を
彫
る
前
段
階
の
作
業
工
程
で
あ
る
仮

り
彫
り
と
考
え
ら
れ
る
。
種
子
を
彫
刻
し
た
断
面
は
、
Ｖ
字
型
を
呈
す
る

一
般

的
な
薬
研
彫
り
と
、
薬
研
彫
り
に
は
違
い
な
い
が
、
彫
り
の
底
線
を
強
調
す
る

意
味
で
、
新
た
な
溝
を
彫

っ
た
も
の
と
竹
彫
り
と
称
し
て
Ｕ
字
型
を
呈
す
る
も

の
の
三
種
に
分
類
で
き
る
。

〔そ
れ
ぞ
れ
を
Ｉ
類
の
Ａ
型

・
Ｂ
型

・
Ｃ
型
と
し

一
覧
表
に
記
載
し
た

（
第
７
図
と

。
又
、
そ
の
彫
刻
方
法
に

つ
い
て
は

裂

夏罷密無

脚

Ⅳ

(第 6図 )

7
B型

宮1尋

[型

(第 7図 )

ツ

C型

柳　νヤ樫　ω　‐‐‐‐‐‐．！呻山中
理　
　
騨て．用晦
つて珈輔呻Ｗ漸竹鞠鞠潮練唖

１
　
　
　
　
　
２
　
　
　
　
　
　
　
　
〔そ
れ
ぞ
れ
を
２
類
の
Ｉ
型

・
Ｉ
型

・

Ⅲ
型

・
Ⅳ
型
と
し

一
覧
表
に
記
載
し
た

（第
７
図
）

。
１
類
と
２
類
の
関
係
は

Ａ
型
の
場
合
Ｉ
型
と
結
び

つ
く
も
の
が
多
く
Ⅳ
型
と
は
結
び

つ
か
な
い
が
、
Ｂ

型
の
場
合
Ⅱ
型
と
結
び

つ
き
Ｉ
型
・
Ⅳ
型
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
Ｃ
型
の
場
合

は
Ｉ
型

・
Ⅱ
型
と
は
結
び
つ
か
ず
、
主
に
Ⅳ
型
と
結
び
つ
く
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
薬
研
彫
り
は
先
端
の
鋭
い
た
が
ね
の
突
き
に
よ
る
技
法

で
形
成
さ
れ
た
Ⅲ
型
の
彫
り
方
が
、
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
以
外
、
総
て
平
た
が

ね
を
村
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
形
態
を
整
え
た
種
子

（
Ａ
型
）
の
彫
刻

程
Ｉ
型
の
彫
り
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
又
Ⅳ
型
の
彫
り
方
は
、
本
板
碑
中
５

丁
寧
な
磨
製
に
よ

っ
て
痕
跡
を
残
さ
な

い
も
の
以
外
、
彫
刻
面
か
ら
四
っ
の
技

法
を
確
認
し
た
。
①
平
た
が
ね
を
使
用

し
て
薬
研
の
底
線
に
対
し
直
角
に
彫

っ

た
も
の
。
②
平
た
が
ね
を
使
用
し
て
薬

研
の
底
線
に
対
し
平
行
に
彫

っ
た
も
の

③
先
端
を
細
く
し
た
た
が
ね
を
使
用
し

突
き
の
連
続
に
よ

っ
て
彫

っ
た
も
の
、

こ
の
場
合
彫
刻
面
に
細
か
な
小
穴
が
多

数
残
る
。
①
先
端
を
細
く
し
た
た
が
ね

あ
る
い
は
先
端
を
丸
く
し
た
た
が
ね
を
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高さ (Al 種 子
種十縦

(B)
臣子横

(C)

種子幅
(D)

種子深
InⅢ

A/B B/D D/E
彫り方

B-5

D-6

D-5

E-11

C-3

C-4

D-3

C-6

E-1

E-4

E-6

B-3

B-9

C-1

延慶 2年
(1309)

延慶 4年
((1311)

嘉暦 2年
Q327)

嘉暦 3年
(1328)

正慶 2年
(1333)

正慶 2年
(1333)

正慶 2年
(1333)

貞和 2年
(1346)

文和 2年
(1353)

文和 2年
(1353)

延文 2年
(1357)

嘉慶 3年
(1387)

康応 2年
(1389)

康応 2年
(1389)

87.0

(断碑)

1050

169.0

57.0

(断碑)

101.5

1064

145.0

880
(断碑)

62.8

(断碑)

912

482
(断碑)

570
(断碑 )

48,0

(断碑 )

73.2

不明

不明

22.0

16.0

33.0

18.5

240

293

110

14.2

9.2

166

10.5

32.5

19.0

9.0

150

140

■ 0

12.5

9.2

35

2.5

4.4

2.7

20

2.5

2.0

2.0

20

17

15

0,3

06

0.6

03

03

0.5

0.2

06

0.5

0.4

0.5

6.56

5.12

5.49

4.43

495

8.29

7.96

629

6.4

8.25

6.85

210

1,7

5.5

835

6.13

90

6.67

5.0

10. 0

3.33

4.0

4.05

3.0

上

　

ユ

　

お

C― Ⅳ

A― I

A― I

B― ?

A一 I

A― Ⅲ

B― エ

A一 ?

B― Ⅱ

A一 I

A一 皿

基
み
ら
れ
る
が
総
て
Ｃ
型
と
結
び

つ
き
彫
り
が
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
、
加
工
途
上

の
感
も
す
る
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
。

種
子
の
大
き
さ
は
、
板
碑
の
大
き
さ
に
ほ
ぼ
比
例
す
る
が
、
種
子
の
縦
と
横

の
関
係

（縦
長
か
横
長
か
）
は
板
碑
の
形
態
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
種
子
の
縦

の
長
さ
と
彫
り
幅
と
の
関
係
は
、
文
和
二
年
の
板
碑
が
幅
広
く
力
強
い
感
が
す

る
以
外
、
総
べ
て
が
幅
狭
で
あ
る
。
こ
う
し
た
種
子
の
形
態
が
、
時
代
的
あ
る

い
は
地
域
的
な
特
色
に
な
る
か
否
か
は
今
後
の
調
査

（他
地
域
）
に
よ
る
と
考

え
る
。
た
だ
し
、
彫
り
幅
と
彫
り
の
深
さ
の
関
係
は
、
文
和
二
年
を
境
に
深
く

な
る
傾
向
を
示
す
こ
と
を
確
認
し
た
。
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６
．

御
膳
姫
板
碑
群
板
碑

の
特
色

確
認
し
た
３９
基
の
内
２２
基
が
有
記
年
板
碑
で
、
延
慶
二
年
盆

〓
一〇
九
年
）
か

ら
康
応
二
年
盆

〓
一九
〇
年
）
ま
で
の
８‐
年
間
が
確
実
な
造
立
期
間
で
あ
る
ど
〔記

年
板
碑
も
種
子
の
構
図

・
彫
り
方
か
ら
有
記
年
板
碑
と
同
時
期
に
成
立
し
た
も
の
と

考
え
る
。
こ
の
鎌
倉
時
代
末
期
か
＞≧
全
町
時
代
初
期
の
短
期
間
に
造
立
さ
れ
た
板
碑

は
、
極
め
て
保
存
状
態
の
悪
い
も
の
で
あ
る
が
、
無
記
年
板
碑
、
有
記
年
板
碑
に
か

か
わ
ら
ず
、粘
板
岩
を
使
用
し
た
ｌ
ｍ
前
後
の
小
型
板
碑
で
あ
る
ｃ
頂
部
、
基
底
部

共
明
ら
か
に
加
工
痕
を
も
つ
も
の
も
あ
る
が
、
加
工
の
重
点
は
碑
面
部
に
お
か
れ
、

剥
離
後
、
削
り
や
磨
製
に
よ
る
丁
寧
な
二
次
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
。
他
の
面

に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
る
。
種
子
は
、
ｎ

二
て

を
多
く
用
い
て
、

１２
種
類

か
ら
な
り
、
仮
り
彫
り
後
、
主
に
平
た
が
ね
を
利
用
し
た
薬
研
彫
り
を
行

っ
て

い
る
。
種
子
の
彫
り
は

一
般
に
浅
く
、
当
板
碑
群
の
特
色
で
も
あ
る
が
、
彫
り

幅
に
対
し
文
和
二
年
頃
か
ら
深
く
彫
る
傾
向
を
示
す
。
重
量
感
の
あ
る
鋭
さ
を

残
す
種
子
は

一
基
も
な
い
。
又
、
月
輪
、
蓮
台

の
装
飾
を
施
し
た

板
碑
は
２

基
あ
り
、
種
子
↓
月
輪
↓
蓮
台
の
順
で
彫
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
板

碑
作
成
は
、
基
本
的
に
は
剥
離
に
よ
る
形
態
作
製
↓
削
り
、
磨
製
に
よ
る
碑
面

部
の
調
整
↓
種
子
↓
装
飾
↓
祈
願
文
の
順
で
記
刻
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

掲

・
祈
願
文
共
、
文
体
は
楷
書

・
行
書
体
を
用
い
て
い
る
も
の
の
総
て
稚
拙

で
あ
る
。
掲
を
記
刻
し
た
板
碑
は
１０
基

（出
典
不
明
の
掲
４
基
）
有
り
、
出
典

経
の

一
部
を
誤
記
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
主
に
法
華
経
か
ら
の
も
の
で
、

妙
法
蓮
華
経
、
観
世
菩
薩
往
浄
土
本
縁
経
か
ら
引
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
願
文

に
つ
い
て
は
、
内
容
か
ら
追
善
供
養

（
三
十
三
回
忌

・
百
ケ
日

・
五
十
七
日

ｏ

三
十
□
日
）
と
逆
修
供
養
と
が
伺
か
え
る
。

願
文
中
Ｃ
ｌ
８
の
帰
西
道
帰
禅
門
と
中
央
に
刻
ん
だ
も
の
は
前
例
が
な
く
、
年
号

上
に
右
志
者
の
三
文
字
を
入
れ
た
も
の
は
宮
城
県
南
部

（松
島

。
大
和
町
以
南
）

で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
さ
ら
に
、
Ｅ
ｌ
８
で
確
認
し
た
枠
線
は
、
石
巻

仙
合
で
も
み
ら
れ
る
が
、
東
北
地
方
以
外
で
は
み
ら
れ
な
い
独
特
の
も
の
で
あ

Ｏ́
。形

態
加
工

・
種
子
彫
刻

・
祈
願
文
彫
刻

。
す

べ
て
稚
拙
な
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い

が
有
記
年
板
碑

・
無
記
年
板
碑
を
と
わ
ず
、
金
泥
が
塗
ら
れ
て
お
り
、

（土
中

出
土
の
板
碑
の
大
部
分
か
ら
検
出
）
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
豪
華
な
造
立
と

考
え
る
。

五
、
ま

と

め

御
膳
姫
板
碑
群
発
掘
調
査
の
結
果
、
群
形
成
は
後
世
の
立
て
直
し
と
判
明
し

た
。
由
に
板
碑
か
ら
得
た
資
料
を
も

っ
て
ま
と
め
と
し
た
い
。

涌
谷
町
内
の
板
碑
は
、
安
政
元
年
に
編
集
さ
れ
た

「封
内
風
土
記
」
に
お
い

て
小
塚
に
あ
る
春
海
造
立
の
地
蔵
線
刻
板
碑
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
大
正
年
間

に
遠
田
郡
誌
、
昭
和
六
年
に
宮
城
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
が
編
纂
さ
れ
る
と
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と
も
に
、
板
碑
数
も
増
し
て
記
録
さ
れ
て
き
た
が
、
御
膳
姫
社
板
碑
群
に
つ
い

て
の
紹
介
は
、
昭
和
四
十
年
に
出
版
さ
れ
た
涌
谷
町
史
が
最
初
で
、
昭
和
五
十
四

年
に
刊
行
さ
れ
た

「
涌
谷
の
文
化
財
」
―
中
世
編
―
に
露
頭
し
て
い
る
２７
基
の

板
碑
の
内
７
基

（有
記
年
板
碑
）
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
無
記
年
、
有

記
年
板
碑
４６
基
は
、
御
膳
姫
社
境
内
裏
手
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
為
、
板

碑
群
の
成
立
と
同
社
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
同
社
の
由
来
は
、
社
伝
に

よ
る
と
息
長
津
彦
命

・
息
長
津
姫
命
が
祭
神
と
さ
れ
て
い
る
が
、
成
立
年
代
と

由
来
に
つ
い
て
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
安
永
元
年
に
成
立
し
た
封
内
風
土
記
に

も

一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
書
の
記
入
も
れ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か

ら
、
御
膳
姫
神
社
の
造
営
は
、
安
永
元
年
以
降
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
板

碑
群
の
成
立
は
当
社
と
直
接
結
び

つ
か
な
い
。
し
か
し
、
板
碑
群
の
現
位
置
は

造
立
当
初
の
も
の
で
は
な
い
が
、
当
地
が
箆
岳
か
ら
離
れ
た
自
然
堤
防
上
に
位

置
し
、
周
辺
は
低
湿
地
で
中
世
の
遺
跡
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
迫
川
の
氾
濫
に

伴
う
若
干
の
造
立
地
移
動
以
外
、
後
世
の
板
碑
移
動
は
考
え
ら
れ
な
い
。

当
板
碑
群
の
造
立
開
始
は
延
慶
二
年
で
、
宮
城
県
内
で
板
碑
が
発
生
し
て
か

ら

（文
永
九
年
）
３６
年
後
、
涌
谷
に
板
碑
が
造
立
さ
れ
て
か
ら

（弘
安
元
年
）

３０
年
後
と
比
較
的
遅
い
。
そ
の
後
５０
年
間
に
続
々
と
造
立
さ
れ
る
が
、
康
応
二

年
を
最
後
に
造
立
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
。
同
造
立
期
は
、
鎌
倉
時
代
末
期

か
ら
南
北
朝
時
代
に
あ
た
り
、
涌
谷
中
世
史
上
、
北
条
氏
の
支
配
か
ら
同
氏
の

滅
亡
を
経
て
斯
波
家
兼
に
よ

っ
て
大
崎
地
方

一
円
が
統
轄
さ
れ
る
ま
で
の
争
乱

の
時
代
に
あ
た
る
。
板
碑
に
み
ら
れ
る
年
号
が
北
朝
年
号
を
使
用
し
て
い
る
こ

と
は
、
南
北
朝
時
代
初
期
か
ら
大
谷
地
が
足
利
方
の
勢
力
範
囲
に
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｄ
１
３
の
正
慶
二
年
の
板
碑

（北
朝

年
号
）
は
、
前
記
年
を
削
し
て
延
元
と
南
朝
年
号
に
彫
り
変
え
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
南
北
朝
時
代
に
入

っ
て
す
ぐ
に
、
北
朝
年
号
か
ら
南
朝
年
号
に
変
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
起

つ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
大
谷
地
が
常
に
北

朝
方
の
安
定
し
た
勢
力
圏

で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
暗

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
南

朝
年
号
の
板
碑
は
涌
谷
町

で
は
彫
り
変
え
た
当
板
碑

一
基
だ
け
で
あ
る
が
、
北

上
川
を
挟
み
桃
生
町
、
河

北
町
で
は
北
朝
年
号
の
板

碑
は
極
め
て
少
な
く
、
興

国
年
間
ま
で
の
期
間
に
数

多
く
の
南
朝
年
号
の
板
碑
が
造
立
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
南
朝
方

・

葛
西
氏
と
対
峙
す
る
領
域
は
北
上
川
を
境
い
に
し
て
い
た
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
板
碑
の
造
立
者
に
つ
い
て
祈
願
文
に
空
法
比
丘
尼

。
西
教
と
い
っ
た

法
名
は
現
わ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
俗
名
は
記
刻
さ
れ
て
は
い
な
い
。　
、

し
か
し
、
金
泥
の
付
着

。
石
材
が
総
て
石
巻
近
辺
か
ら
運
ん
だ
も
の
で
あ
る
て

と
、
供
養
を
取
り
行
な
う
経
済
的
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
武
士
と
の
関
係
な
し

第 8図 宮城県内の粘板岩産地

-32-



で
は
成
立
し
え
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
板
碑
群
の
周
辺
の
館
は
、
桃
生

町
中
津
山
城
、
桃
生
町
神
取
山
館

・
涌
谷
町
猪
岡
短
台
館
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

北
上
川
を
境
に
し
て
現
わ
れ
た
使
用
年
号
の
違
い
か
ら
、
当
板
碑
群
の
造
立
者

は
猪
岡
短
台
の
館
主
に
よ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

板
碑
造
立
が
、
中
世
宗
教
活
動
の

一
現
象
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
が

ど
の
よ
う
な
宗
派
が
関
与
し
た
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
箆
峰
寺
を
中

心
と
し
た
中
世
涌
谷
の
文
化
を
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
う
が
、

板
碑
に
結
び

つ
け
る
要
素
が
な
く
記
載
す
る
こ
と
を
ひ
か
え
た
。

板
碑
が
東
北
の
中
世
史
を
解
明
す
る
資
料
に
用
い
ら
れ
る
に
は
、
多
く
の
問
題

が
残
さ
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と

一
つ
は
無
記
年
板
碑
の
性
格
づ
け

と
種
子
に
よ
る
時
代
相
の
基
準
で
あ
る
。
両
問
題
の
解
決
は
板
碑
研
究
の
幅
を

広
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
二
つ
は
、
地
域
の
特
色
を
整
理
し
、
性
格

を
同
じ
く
す
る
集
団
を
み
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
は
、
板
碑
と
墓
制

・
板

碑
と
寺
院

・
板
碑
と
館
と
い
っ
た
造
立
位
置
と
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
で

あ
る
。

こ
の
度
の
調
査
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
点
を
十
分
に
察
し
て
い
な
が
ら
、
他

地
域
の
資
料
不
足
で
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
今
後
、
さ

ら
に
、
細
部
の
資
料
を
統
計
的
な
観
点
に
立
ち
比
較
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
と

思
わ
れ
る
。
御
膳
姫
社
板
碑
群
の
よ
う
に
群
単
位
の
資
料
は
、
他
地
域
と
の
経

済
、
一本
教
、
政
治
、
文
化
を
比
較
で
き
る
も
の
だ
け
に
、
文
書
の
保
存
が
極
め
て
悪

い
中
世
に
お
い
て
、
そ
れ
に
か
わ
る
要
素
は
十
分
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
調
査
に
あ
た
り
、
種
々
の
ご
配
慮
を
賜
わ

っ
た
方
々
に
対
し
重
ね
て
謝

意
を
表
す
る
次
第

で
す
。
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